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【
こ
の
章
の
エ
ッ
セ
ン
ス
】

●
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
２
０
２
０

年
２
月
以
降
の
事
業
収
入
が
20
％
以
上

減
少
し
、納
税
が
困
難
で
あ
る
事
業
者

等
に
対
し
て
納
税
猶
予
の
特
例
が
設

け
ら
れ
、２
０
２
０
年
６
月
30
日
、ま
た

は
、納
期
限
ま
で
の
申
請
に
よ
り
、１
年

間
の
納
税
の
猶
予
が
認
め
ら
れ
る
特
例

が
設
け
ら
れ
た
。

●
資
本
金
の
額
が
10
億
円
以
下
の
法
人
に

つ
い
て
も
、２
０
２
０
年
２
月
１
日
か
ら

２
０
２
２
年
１
月
31
日
ま
で
の
間
に
終

了
す
る
各
事
業
年
度
に
お
い
て
生
じ
た

欠
損
金
額
に
つ
い
て
、繰
戻
還
付
の
制
度

が
認
め
ら
れ
る
特
例
が
設
け
ら
れ
た
。

●
中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
の
対
象
に
テ

レ
ワ
ー
ク
等
の
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
化
設

備
が
追
加
さ
れ
、中
小
事
業
者
等
に
適

用
さ
れ
る
固
定
資
産
税
の
減
免
措
置
に

つ
い
て
、対
象
資
産
が
拡
充
さ
れ
た
。

は
じ
め
に

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症（
以
下
、

「
新
型
コ
ロ
ナ
」と
い
う
）の
拡
大
に
伴
う
、

「
未
曽
有
の
経
済
危
機
を
克
服
す
る
対

策
の
と
り
ま
と
め
」⑴
と
し
て
、
政
府
は

２
０
２
０
年
４
月
20
日
に「
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
緊
急
経
済
対
策
～
国
民

の
命
と
生
活
を
守
り
抜
き
、
経
済
再
生
へ

～
」（
以
下
、「
緊
急
経
済
対
策
」と
い
う
）を

閣
議
決
定
し（
４
月
７
日
閣
議
決
定
、
４

月
20
日
変
更
の
閣
議
決
定
）、
令
和
２
年

度
補
正
予
算
案
に
つ
い
て
も
同
日
に
概
算

の
変
更
の
閣
議
決
定
が
行
わ
れ
た
。

緊
急
経
済
対
策
の
関
連
法（「
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す

る
た
め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に

関
す
る
法
律
」（
以
下
、「
特
例
法
」と
い
う
）

お
よ
び「
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
」、
以
下
、
あ
わ
せ
て「
特
例
法

等
」と
い
う
）は
、
２
０
２
０
年
４
月
30
日

に
成
立
し（
令
和
２
年
度
補
正
予
算
も
成

立
）、
同
日
に
公
布
・
施
行
さ
れ
た
。

特
例
法
等
に
お
け
る
税
制
措
置
は
、
新

型
コ
ロ
ナ
の
経
済
的
影
響
を
受
け
る
個
人

や
中
小
企
業
へ
の
支
援
を
中
心
と
し
た
も

の
だ
が
、
法
令
の
解
釈
の
明
確
化
等
の
措

置
に
よ
り
、
大
企
業
も
含
め
た
納
税
者
に

対
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
へ
の
税
務
執
行
の
対

応
が
別
途
図
ら
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
、

新
型
コ
ロ
ナ
に
関
連
す
る
特
例
法
等
に
よ

る
税
制
措
置
に
つ
い
て
解
説
を
行
う
。

⑴　

令
和
２
年
第
３
回
経
済
財
政
諮
問
会
議
資
料

（
２
０
２
０
年
３
月
31
日
内
閣
府
）

緊
急
経
済
対
策
と

税
制
措
置

緊
急
経
済
対
策
で
は
、
財
政
・
金
融
・

税
制
と
い
っ
た
あ
ら
ゆ
る
政
策
手
段
を
総

動
員
す
る
こ
と
に
よ
り
、
思
い
切
っ
た
規

模
の
経
済
対
策
を
、
２
つ
の
フ
ェ
ー
ズ（
第

１
は
、
感
染
症
拡
大
の
収
束
に
目
途
が
つ

く
ま
で
の
間
の「
緊
急
支
援
フ
ェ
ー
ズ
」、

第
２
は
、
収
束
後
の
反
転
攻
勢
に
向
け
た

需
要
喚
起
と
社
会
変
革
の
推
進
、
い
わ
ば

「
Ⅴ
字
回
復
フ
ェ
ー
ズ
」）を
意
識
し
、
５

つ
の
柱（
①
感
染
拡
大
防
止
策
と
医
療
提

供
体
制
の
整
備
お
よ
び
治
療
薬
の
開
発
、

②
雇
用
の
維
持
と
事
業
の
継
続
、
③
次

の
段
階
と
し
て
の
官
民
を
挙
げ
た
経
済
活

動
の
回
復
、
④
強
靱
な
経
済
構
造
の
構

築
、
⑤
今
後
へ
の
備
え
）に
沿
っ
て
施
策

を
戦
略
的
に
実
行
す
る
と
し
て
い
る
。
緊

急
経
済
対
策
の
経
済
効
果
は
、
総
額
で

１
１
７
・
１
兆
円
⑵
程
度
の
事
業
規
模（
財

政
支
出
は
48
・
４
兆
円
程
度
）と
見
込
ま

れ
、
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
後
の
２
０
０
９

納
税・徴
収
の
猶
予
、欠
損
金
の
繰
戻
し
還
付
等

コ
ロ
ナ
禍
対
応
の
税
制
措
置
の

実
務
ポ
イ
ン
ト

第４章
等
の
期
間
制
限
に
つ
い
て
、
納
税
者
が
指

定
さ
れ
た
期
限
ま
で
に
必
要
な
資
料
を
提

示
・
提
出
せ
ず
、
外
国
税
務
当
局
に
対
し

て
情
報
交
換（
資
料
の
入
手
お
よ
び
提
供
）

の
要
請
が
行
わ
れ
た
場
合
、
租
税
条
約
等

の
相
手
国
等
に
対
し
て
情
報
提
供
要
請
に

係
る
書
面
が
発
せ
ら
れ
た
日
か
ら
３
年
間

は
、
更
正
・
決
定
が
可
能
と
な
る（
通
則

法
71
、
72
）。
改
正
は
、
２
０
２
０
年
４
月

１
日
以
後
に
法
定
申
告
期
限
等
が
到
来
す

る
国
税
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る（
図
表
19
）。
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年
４
月
経
済
危
機
対
策（
事
業
規
模
で
56
・

８
兆
円
、
財
政
支
出
で
15
・
４
兆
円
）を

超
え
る
過
去
最
大
の
規
模
と
な
っ
て
い
る
。

緊
急
経
済
対
策
の
緊
急
支
援
フ
ェ
ー
ズ

に
お
け
る「
雇
用
の
維
持
と
事
業
の
継
続
」

は
、
感
染
症
お
よ
び
そ
の
蔓
延
防
止
の
た

め
の
措
置
の
影
響
に
よ
り
厳
し
い
状
況
に

置
か
れ
て
い
る
納
税
者
に
対
し
、
緊
急
に

必
要
な
税
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を

盛
り
込
ん
で
お
り
、
時
限
的
な
特
例
措
置

と
し
て
特
例
法
等
の
立
法
化
が
図
ら
れ
た

の
で
あ
る
。

⑵　
「
安
心
と
成
長
の
未
来
を
拓
く
総
合
経
済
対
策
」

（
２
０
１
９
年
12
月
５
日
閣
議
決
定
）の
総
合
経
済
対
策
分

19
・
８
兆
円
、「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
す
る

緊
急
対
応
策
」の
第
１
弾（
２
０
２
０
年
２
月
13
日
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
本
部
決
定
）お
よ
び
第
２
弾

（
２
０
２
０
年
３
月
10
日
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

対
策
本
部
決
定
）に
係
る
２
・
１
兆
円
を
含
む
。

特
例
法
等
に
よ
る

税
制
措
置
の
概
要

特
例
法
等
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
お
よ
び

そ
の
蔓
延
防
止
の
た
め
の
措
置
が
納
税
者

に
及
ぼ
す
影
響
の
緩
和
を
図
る
た
め
、
①

感
染
拡
大
防
止
の
た
め
の
措
置
に
起
因
し

た
事
業
者
の
収
入
の
急
減
へ
の
対
応
、
②

厳
し
い
経
営
環
境
に
あ
る
中
小
事
業
者
等

へ
の
対
応
、
③
政
府
の
自
粛
要
請
を
踏
ま

え
た
、
文
化
芸
術
・
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト

の
中
止
等
し
た
主
催
者
へ
の
対
応
と
し

て
、
図
表
20
の
よ
う
な
国
税
お
よ
び
地
方

（図表20）　 特例法等による税制措置
国税通則法関連 ・納税の猶予の特例（国税）、徴収の猶予の特例（地方税）

中小企業関連

・大規模法人等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付（国税）
・テレワーク等のための中小企業の設備投資税制（中小企業経営強化税制の拡充）（国税）
・中小事業者等が所有する償却資産および事業用家屋に係る固定資産税および都市計画税

の軽減措置
・生産性向上特別措置法に規定する先端設備等取得に係る固定資産税の特例措置の拡充

個人所得税関連

・指定行事の中止等により生じた払戻請求権を放棄した場合の寄附金控除または所得税額
の特別控除の特例（国税、住民税）

・住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除（住宅ローン控除）の特例（国税、住民税）
・給付金の非課税等（国税、住民税）

消費税関連 ・消費税の納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例

その他の間接税
・特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税
・自動車税、軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長
・耐震改修した住宅に係る不動産取得税の特例措置の適用要件の弾力化

税
の
改
正
が
行
わ
れ
、
特
例
を
定
め
て
い

る
。特

例
法
等
は
経
過
措
置
規
定
の
適
用
と

な
る
も
の
を
除
き
、
施
行
日（
２
０
２
０

年
４
月
30
日
）か
ら
施
行
さ
れ
る
。

国
税
通
則
法
関
連
の
措
置

（
納
税・徴
収
の
猶
予
制
度

の
特
例
）

新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
２
０
２
０

年
２
月
以
降
の
収
入
に
相
当
の
減
少
が
あ

り
、
納
税
が
困
難
で
あ
る
事
業
者
等
に

対
し
、
無
担
保
か
つ
延
滞
税
な
し
で
１
年

間
納
税
を
猶
予
す
る
特
例
が
設
け
ら
れ

た
。
現
行
の
国
税
通
則
法
で
は
、
災
害
等

に
よ
り
納
税
者
が
そ
の
財
産
に
つ
き
相
当

な
損
失
を
受
け
た
場
合
の
納
税
猶
予（「
相

当
な
損
失
を
受
け
た
場
合
の
納
税
の
猶

予
」、
通
則
法
46
①
）と
、
災
害
そ
の
他
や

む
を
得
な
い
理
由
に
基
づ
き
，
国
税
を
一

時
に
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
の

納
税
猶
予（「
通
常
の
納
税
の
猶
予
」、
通

則
法
46
②
）が
制
度
と
し
て
設
け
ら
れ
て
い

る（
そ
の
他
に
、
確
定
手
続
等
が
遅
延
し

た
場
合
の
納
税
の
猶
予（
通
則
法
46
③
）、

租
税
特
別
措
置
法
に
よ
る
猶
予
制
度
も
あ

る
）。
相
当
な
損
失
を
受
け
た
場
合
の
納

税
の
猶
予
は
、
延
滞
税
が
免
除
さ
れ
、
担

保
も
不
要
と
さ
れ
て
い
る
点
で
、
通
常
の

納
税
の
猶
予
制
度
に
比
し
て
納
税
者
に
便

宜
が
図
ら
れ
て
い
る
。

特
例
法
等
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響

に
よ
る
収
入
減
少
の
場
合
を
、「
相
当
な
損

失
を
受
け
た
場
合
」に
該
当
す
る
も
の
と

み
な
す
特
例
措
置
を
設
け
て
い
る
。

特
例
措
置
の
対
象
と
な
る
納
税
者

は
、
①
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
、

２
０
２
０
年
２
月
１
日
以
後
に
相
当
な
事

業
収
入
の
減
少
等
が
あ
る
場
合
に
、
②
納

期
限
の
国
税
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
一
時

に
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
者
で
あ
る（
特
例
法
３
）。
本

制
度
で
、
２
０
２
０
年
２
月
１
日
か
ら

２
０
２
１
年
１
月
31
日
ま
で
に
納
期
限
が

到
来
す
る
、
す
べ
て
の
税
目（
印
紙
税
等

は
除
く
）に
つ
い
て
、
２
０
２
０
年
６
月

30
日
、
ま
た
は
、
納
期
限（
申
告
納
付
期

限
が
延
長
さ
れ
た
場
合
は
延
長
後
の
期

限
）の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
に
申
請
を

行
う
こ
と
に
よ
り
、
１
年
間
の
納
税
の
猶

予
が
認
め
ら
れ
る（
特
例
法
附
則
２
）。

適
用
要
件
等
の
具
体
的
な
内
容
は
、
納

税
猶
予
関
連
通
達
⑶

に
規
定
さ
れ
て
い

る
。「
相
当
な
事
業
収
入
の
減
少
」と
は
、

２
０
２
０
年
２
月
１
日
以
後
の
任
意
の
期

間（
１
カ
月
以
上
）の
事
業
等
に
係
る
収
入

が
前
年
同
期
に
比
べ
て
お
お
む
ね
20
％
以

上
減
少
し
て
い
る
場
合
を
指
し
、
収
入
の

算
定
に
は
臨
時
的
な
収
入
で
あ
る
各
種
給

付
金
や
、
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
を
受
け
て

対
価
の
減
免
を
行
っ
た
場
合
の
金
額
は
含

ま
れ
な
い
。「
一
時
に
納
付
す
る
こ
と
が
困

難
」な
状
況
は
、
今
後
６
カ
月
間
の
運
転

資
金
等
を
考
慮
し
て
判
断
さ
れ
る
。
延
納
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が
認
め
ら
れ
る
金
額
は
納
税
額
か
ら
、
納

付
能
力
を
判
定
し
た
日
の
現
預
金
等（
今

後
６
カ
月
間
の
運
転
資
金
を
控
除
後
の
金

額
）を
超
え
る
金
額
で
あ
る
。
な
お
、
新

型
コ
ロ
ナ
に
伴
う
貸
付
け
を
受
け
る
た
め

の
手
続
や
、
新
型
コ
ロ
ナ
に
起
因
す
る
や

む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
申
請
が
遅
れ
た

場
合
に
は
期
限
後
の
申
請
も
認
め
ら
れ
て

い
る
。

延
納
の
申
請
に
あ
た
っ
て
は
、
新
型
コ

ロ
ナ
の
影
響
に
よ
る
事
業
収
入
の
減
少
等

の
事
実
を
証
す
る
に
足
り
る
書
類
、
財
産

目
録
そ
の
他
の
資
産
お
よ
び
負
債
の
状
況

を
明
ら
か
に
す
る
書
類
、
猶
予
を
受
け
よ

う
と
す
る
日
前
の
収
入
お
よ
び
支
出
の
実

績
な
ら
び
に
同
日
以
後
の
収
入
お
よ
び
支

出
の
見
込
み
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
等
を

申
請
書
⑷
に
添
付
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ

れ
る（
特
例
令
２
）。

特
例
法
の
延
納
措
置
は
、
社
会
保
険
料

や
地
方
税
に
つ
い
て
も
適
用（
地
法
附
則

59
等
）が
あ
る
が
、
別
途
の
申
請
が
必
要

と
さ
れ
る
。

収
入
の
減
少
率
が
低
い
な
ど
、
特
例
法

の
猶
予
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
場
合
で

も
、
現
行
制
度
に
よ
る
猶
予
制
度
の
適
用

が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る（
図
表
21
）。

⑶　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す

る
た
め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
納
税
の
猶
予
の
特
例
の
取
扱
い
に
つ
い
て（
法
令
解

釈
通
達
）

⑷　

納
税
の
猶
予
申
請
書（https://w

w
w
.nta.go.jp/

taxes/n
ozei/n

ofu
_kon

n
an
/pdf/0020004-

143_02.pdf

）

中
小
企
業
関
連
の
措
置

⑴　
欠
損
金
の
繰
戻
し
還
付
制
度
の

特
例

現
行
の
中
小
法
人
に
係
る
欠
損
金
の
繰

戻
し
還
付
制
度（
資
本
金
が
１
億
円
以
下

の
法
人
が
対
象
）の
特
例
と
し
て
、
資
本

金
が
１
億
円
超
10
億
円
以
下
の
法
人
の

２
０
２
０
年
２
月
１
日
か
ら
２
０
２
２
年

１
月
31
日
ま
で
の
間
に
終
了
す
る
各
事
業

年
度
に
お
い
て
生
じ
た
欠
損
金
額
に
つ
い

て
、
繰
戻
し
還
付
制
度

の
対
象
と
す
る
特
例
措

置
が
設
け
ら
れ
た（
特

例
法
７
～
９
）。
該
当

す
る
法
人
は
、
当
該
期

間
の
事
業
年
度
に
生
じ

た
欠
損
金
額
を
そ
の
事

業
年
度
の
前
年
度（
還

付
所
得
事
業
年
度
）に

繰
り
戻
し
て
法
人
税
額

の
還
付
を
請
求
で
き
る

（
算
式
）。

欠
損
金
の
繰
戻
し
還

付
制
度
は
国
税
に
つ
い

て
の
み
存
在
し
、
地
方

税
に
つ
い
て
は
適
用
が

な
い
こ
と
は
現
行
の
制

度
ど
お
り
で
あ
る（
還
付

さ
れ
た
法
人
税
に
つ
い

て
、
繰
越
控
除
の
対
象

と
さ
れ
る
）。

な
お
、
対
象
法
人
か
ら
は
大
規
模
法
人

お
よ
び
大
規
模
法
人
の
１
０
０
％
子
法
人

は
除
外
さ
れ
る（
特
例
法
７
）⑸
。

還
付
請
求
を
行
う
場
合
は
欠
損
金
額
の

生
じ
た
事
業
年
度
の
確
定
申
告
書
の
申
告

期
限
ま
で
に
還
付
請
求
書
を
提
出
す
る
必

要
が
あ
る
。
た
だ
し
、
２
０
２
０
年
２
月

１
日
以
後
終
了
事
業
年
度
で
、
確
定
申
告

書
を
２
０
２
０
年
７
月
１
日
前
に
提
出
し

（図表21）　 現行制度および特例法による納税猶予制度
現行制度

特例法による措置通常の納税の猶予 相当な損失を受けた
場合の納税の猶予

制度の
概要

災害その他の理由により納
付が困難と認められる場合
に１年間納税を猶予

災害により財産につき相
当な損失を受けた場合
に１年間納税を猶予

新型コロナの影響で収入に相当の減少が
あった場合に2020年２月１日から2021年
１月31日までに納期限が到来する国税、
地方税について１年間納税を猶予

適用
要件

災害その他の理由により納
付が困難と認められる場合

災害により、納税者がそ
の財産につき相当な損
失を受けた場合（納付困
難の有無を問わない）

新型コロナの影響で、2020年２月１日以
後における一定の期間（１カ月以上）にお
いて、収入に相当の減少（前年同期比おお
むね20％以上の減少（注））があった場合で、
納付が困難と認められる場合

申請
手続等

・申請の期限なし
・該当する事実があること

およびその該当する事実
に基づきその国税を一時
に納付することができな
い事情の詳細、当該猶予
を受けようとする金額お
よびその期間、分割納付
の方法等を記載した申請
書に、当該該当する事実
を証するに足りる書類、
財産目録、担保の提供に
関する書類その他一定の
書類を添付

・災害の止んだ日から2
カ月以内（ただし納期限

（申告納付期限が延長
された場合は延長後の
期限）前）までに申請

・相当な損失を受けたこ
との事実の詳細、当該
猶予を受けようとする
金額およびその期間そ
の他一定の事項を記載
した申請書に、当該事
実を証するに足りる書
類を添付

・2020年６月30日、または納期限（申告
納付期限が延長された場合は延長後の
期限）のいずれか遅い日までに申請

・新型コロナ等の影響による事業収入の
減少等の事実があることおよびその国税
の全部または一部を一時に納付すること
が困難である事情（向こう半年間の事業
資金を考慮）の詳細、当該猶予を受けよ
うとする金額およびその期間その他の政
令で定める事項を記載した申請書に、
新型コロナ等の影響による事業収入の
減少等の事実を証するに足りる書類、財
産目録その他一定の書類を添付

猶予の
措置

延滞税は軽減（年1.6％、
ただし、納期限後延納適
用までは通常の延滞税が
発生）、担保が必要

延滞税は免除、担保は
不要

延滞税は免除、担保は不要

（注）　国税庁2020年4月30日付け通達「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法
律による納税の猶予の特例の取扱いについて」

（注）　法人が還付金額の計算の基礎として還付請求書に記載した金額および分母の金額を限度とする。

還付金額＝

（算式）　還付金額

還付所得事業年度の法人税額×
還付所得事業年度の所得金額

欠損事業年度の所得金額（注） 
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（図表24）　 固定資産税および都市計画税の減免措置
制度の概要 新型コロナの影響で事業収入割合が対前年比70％以下と

なる中小事業者等の固定資産税および都市計画税を減免
対象となる事業者 2020年２月から10月までの連続する３カ月の期間の事業

収入が、前年の同期間と比べて70％以下となる中小事業
者等

対象資産 償却資産と事業用家屋
税制措置 2021年分（令和３年度分）の固定資産税および都市計画

税について
事業収入割合が50％超70％以下→課税標準を50％に軽
減
事業収入割合が50％以下→課税標準を零とする

申請手続等 2021年１月31日までに、認定経営革新等支援機関等の
認定を受けて各市町村に申告（やむを得ない理由による期
限後の申告も認める）

（図表22）　 新型コロナによる災害損失欠損金
災害損失欠損金に該当する例 災害損失欠損金に該当しない例

・飲食業者等の食材（棚卸資産）の廃棄
損

・感染者が確認されたことにより廃棄
処分した器具備品等の除却損

・施設や備品などを消毒するために支
出した費用

・感染発生の防止のため、配備するマ
スク、消毒液、空気清浄機等の購入
費用

・イベント等の中止により、廃棄せざる
を得なくなった商品等の廃棄損

・客足が減少したことによる売上げ減
少額

・休業期間中に支払う人件費
・イベント等の中止により支払うキャン

セル料、会場借上料、備品レンタル
料

（出所）　「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務
上の取扱いに関するFAQ」をもとに筆者作成

（図表23）　 中小企業経営強化税制の対象となる固定資産

類型 生産性向上設備
（Ａ類型）

収益力強化設備
（Ｂ類型）

デジタル化設備
（Ｃ類型）

要件
生産性が旧モデル比年平
均1％以上向上する設備

投資収益率が年平
均5％以上の投資
計画に係る設備

遠隔操作、可視化、
自動制御化のいずれ
かに該当する設備

対象設備

・機械装置
・測定工具および検査工

具
・器具備品
・建物附属設備
・ソフトウェア（情報収集

機能および分析・指示
機能を有するもの）

・機械装置
・工具
・器具備品
・建物附属設備
・ソフトウェア

・機械装置
・工具
・器具備品
・建物附属設備
・ソフトウェア

（出所）　財務省作成資料をもとに作成

た
法
人（
本
制
度
の
対
象
と
な
ら
な
い
法

人
を
除
く
）の
そ
の
各
事
業
年
度
に
お
い
て

生
じ
た
欠
損
金
額
に
つ
い
て
は
、
還
付
請

求
書
の
提
出
期
限（
特
例
法
附
則
４
、５
）

は
２
０
２
０
年
７
月
31
日
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
本
制
度
の
対
象
と
な
ら
な
い
法

人
に
つ
い
て
も
、
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
に

よ
る
災
害
損
失
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
災

害
損
失
欠
損
金
の
繰
戻
し
還
付
制
度（
法

人
の
規
模
を
問
わ
な
い
）を
適
用
で
き
る

場
合
が
あ
る
。
災
害
損
失
欠
損
金
の
繰
戻

し
還
付
は
中
間
決
算
に
お
い
て
も
適
用
が

で
き
、
前
２
年
度（
白
色
申
告
の
場
合
は

前
１
年
度
）に
繰
り
戻
し
て
法
人
税
額
の

還
付
を
請
求
で
き
る（
図
表
22
）。

⑸　

①
大
規
模
法
人（
資
本
金
の
額
ま
た
は
出
資
金
の
額
が

10
億
円
を
超
え
る
法
人
、
保
険
業
法
に
規
定
す
る
相
互
会

社
）、②
大
規
模
法
人
と
の
間
に
そ
の
大
規
模
法
人
に
よ
る

完
全
支
配
関
係
が
あ
る
普
通
法
人
、
③
複
数
の
完
全
支
配

関
係
が
あ
る
大
規
模
法
人
に
発
行
済
株
式
等
の
全
部
を
直

接
ま
た
は
間
接
に
保
有
さ
れ
て
い
る
普
通
法
人
、
④
投
資

法
人
、⑤
特
定
目
的
会
社

⑵　
テ
レ
ワ
ー
ク
等
の
た
め
の
中
小

企
業
の
設
備
投
資
税
制

雇
用
の
維
持
と
事
業
の
継
続
の
た
め
、

中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
の
拡
充
と
し

て
、
テ
レ
ワ
ー
ク
等
の
た
め
の
設
備
投
資

減
税
措
置
が
導
入
さ
れ
た
。
中
小
企
業
経

営
強
化
税
制
は
、
中
小
企
業
等
経
営
強
化

法
の
経
営
力
向
上
計
画
の
認
定
を
受
け
た

一
定
の
中
小
企
業
者
等
⑹
が
、
２
０
２
１

年
３
月
31
日
ま
で
の
期
間
内
に
、
経
営
力

向
上
計
画
の
特
定
経
営
力
向
上
設
備
等
の

取
得
等
を
し
て
指
定
事
業
の
用
に
供
し
た

場
合
に
、
即
時
償
却
ま
た
は
税
額
控
除

（
７
％
、
資
本
金
が
３
、０
０
０
万
以
下
の

法
人
は
10
％
）を
認
め
る
投
資
減
税
措
置

で
あ
る（
図
表
23
）。

中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
施
行
規
則
の

改
正（
２
０
２
０
年
４
月
30
日
）に
よ
り
、

施
行
日（
２
０
２
０
年
４
月
30
日
）以
後
に

認
定
さ
れ
た
デ
ジ
タ
ル
化
設
備（
Ｃ
類
型
）

が
税
制
措
置
の
対
象
に
含
め
ら
れ
た
。
デ

ジ
タ
ル
化
設
備
は
、
遠
隔
操
作
、
可
視
化
、

自
動
制
御
化
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
投

資
計
画
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
不
可
欠

な
設
備
投
資
計
画
を
達
成
す
る
た
め
に
必

要
不
可
欠
な
設
備
で
あ
る（
中
小
企
業
等

経
営
強
化
法
施
行
規
則
16
）。

⑹　

資
本
金
ま
た
は
出
資
金
の
額
が
１
億
円
以
下
の
法
人

（
大
規
模
法
人
等
の
子
法
人
、
お
よ
び
特
定
除
外
事
業
者

（
前
３
事
業
年
度
の
所
得
金
額
の
平
均
額
等
が
15
億
円
を

超
え
る
法
人
）を
除
く
）、
資
本
金
ま
た
は
出
資
金
を
有
し

な
い
法
人
の
う
ち
常
時
使
用
す
る
従
業
員
数
が
１
、

０
０
０
人
以
下
の
法
人
、協
同
組
合
等

⑶　
固
定
資
産
税
等
の
減
免
措
置

感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、
厳
し
い
経
営

環
境
に
直
面
し
て
い
る
中
小
事
業
者
等

（
中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
の
適
用
と
な

る
法
人
）に
対
し
て
、
償
却
資
産
と
事
業

用
家
屋
に
係
る
令
和
３
年
度
分
の
固
定
資

産
税
お
よ
び
都
市
計
画
税
の
負
担
を
軽

減
す
る
措
置
が
導
入
さ
れ
た（
地
法
附
則

61
）。
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
事
業
収
入

割
合
が
対
前
年
比
70
％
以
下
と
な
る
中
小

事
業
者
等
が
、
２
０
２
１
年
１
月
31
日
ま

で
に
認
定
経
営
革
新
等
支
援
機
関
等
の
認

定
を
受
け
て
各
市
町
村
に
申
告
し
た
場
合

に
本
制
度
が
適
用
さ
れ
る（
図
表
24
）。

現
行
の
先
端
設
備
等
取
得
に
係
る
固
定
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第２特集

資
産
税
の
特
例
措
置
で
は
、
生
産
性
向
上

特
別
措
置
法
の
先
端
設
備
等
導
入
計
画
の

認
定
を
受
け
た
一
定
の
中
小
事
業
者
等

（
中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
の
適
用
と
な

る
法
人
と
同
じ
）が
、
２
０
２
１
年
3
月

31
日
ま
で
の
期
間
内
に
、先
端
設
備
等（
機

械
お
よ
び
装
置
、
器
具
お
よ
び
備
品
、
工

具
、
建
物
附
属
設
備
）の
取
得
を
し
た
場

合
に
、
３
年
間
の
固
定
資
産
税
の
減
免
を

認
め
て
い
る
。

新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も

新
規
に
設
備
投
資
を
行
う
中
小
事
業
者
等

を
支
援
す
る
観
点
か
ら
、
生
産
性
向
上
特

別
措
置
法
施
行
規
則
の
改
正（
２
０
２
０

年
４
月
30
日
）に
よ
り
、
先
端
設
備
等
に

一
定
の
事
業
用
家
屋
お
よ
び
構
築
物
が
追

加
さ
れ
、
施
行
日（
２
０
２
０
年
４
月
30

日
）か
ら
２
０
２
１
年
３
月
31
日
ま
で
の

期
間
内
に
、
認
定
先
端
設
備
等
導
入
計
画

に
従
っ
て
取
得
を
し
た
一
定
の
事
業
用
家

屋
お
よ
び
構
築
物
に
つ
い
て
、
課
税
年
度

か
ら
３
年
間
、
固
定
資
産
税
の
特
例
措
置

の
適
用
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

（
地
法
附
則
62
）。

事
業
用
家
屋
は
取
得
価
額
の
合
計
額
が

３
０
０
万
円
以
上
の
先
端
設
備
等
と
と
も

に
導
入
さ
れ
た
も
の
が
、 

構
築
物
は
旧
モ

デ
ル
比
で
生
産
性
が
年
平
均
１
％
以
上
向

上
す
る
一
定
の
も
の
が
対
象
で
あ
る
。

所
得
税
関
連
の
措
置

⑴　
寄
附
金
控
除
ま
た
は
所
得
税
額

の
特
別
控
除
の
特
例

政
府
の
自
粛
要
請
を
踏
ま
え
て
文
化
芸

術
・
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト
を
中
止
等
し
た
結

果
、
主
催
者
に
大
き
な
損
失
が
生
じ
て
い

る
状
況
を
踏
ま
え
、
個
人
が
指
定
行
事
⑺
の

中
止
等
に
よ
り
生
じ
た
入
場
料
金
等
払
戻

請
求
権
の
全
部
ま
た
は
一
部
の
放
棄
を

指
定
期
間（
２
０
２
０
年
２
月
１
日
か
ら

２
０
２
１
年
12
月
31
日
ま
で
の
期
間
）内

に
し
た
場
合
に
お
い
て
、
放
棄
払
戻
請
求

権
相
当
額
ま
た
は
特
定
放
棄
払
戻
請
求
権

相
当
額
⑻
に
つ
い
て
は
、
寄
附
金
控
除
ま

た
は
所
得
税
額
の
特
別
控
除
の
適
用
が
受

け
ら
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た（
特
例
法
５
）。

住
民
税
に
つ
い
て
も
同
様
の
措
置
が
設
け

ら
れ
て
い
る（
地
法
附
則
60
）（
税
額
控
除

割
合
は
、
道
府
県
民
税
と
市
町
村
民
税
を

あ
わ
せ
て
最
大
10
％
）。

な
お
、
入
場
料
金
等
払
戻
請
求
権
の
行

使
を
２
０
２
０
年
２
月
１
日
か
ら
特
例
法

施
行
日
以
後
６
カ
月
を
経
過
す
る
日
ま
で

の
間
に
行
っ
て
払
戻
し
を
受
け
、
特
例
法

施
行
日
以
後
９
カ
月
を
経
過
す
る
日
ま
で

の
期
間
内
に
当
該
払
戻
し
を
受
け
た
金
額

以
下
の
金
額
の
寄
附
金
の
支
出
を
し
た
と

き
は
、
前
記
の
特
例
の
適
用
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る（
特
例
法
附
則
３
）。

前
記
の
寄
附
金
控
除
の
適
用
を
受
け
る

た
め
に
は
、
確
定
申
告
の
際
に
、
指
定
事

業
の
主
催
者
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
指
定
行

事
証
明
書
の
コ
ピ
ー
と
払
戻
請
求
権
放
棄

証
明
書
を
申
告
書
に
添
付
す
る
こ
と
が
必

要
と
さ
れ
る（
特
例
規
３
）。

⑺　

不
特
定
か
つ
多
数
の
者
を
対
象
と
す
る
イ
ベ
ン
ト
で

あ
っ
て
、
２
０
２
０
年
２
月
１
日
か
ら
２
０
２
１
年
１
月

31
日
ま
で
に
日
本
国
内
で
開
催
す
る
予
定
だ
っ
た
も
の
で

あ
り
、
感
染
症
が
発
生
し
た
こ
と
に
よ
る
国
ま
た
は
地
方

公
共
団
体
か
ら
の
行
事
の
中
止
、
延
期
ま
た
は
そ
の
規
模

の
縮
小
の
要
請
を
受
け
て
中
止
も
し
く
は
延
期
ま
た
は
そ

の
規
模
の
縮
小
を
行
っ
た
行
事
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も

の
と
し
て
、文
部
科
学
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
。

⑻　

放
棄
払
戻
請
求
権
相
当
額
お
よ
び
特
定
放
棄
払
戻
請

求
権
相
当
額
は
、20
万
円
を
上
限
と
す
る
。

⑵　
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
特
例

新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
る
住
宅
建
設

の
遅
延
等
に
よ
り
、
２
０
２
０
年
12
月
31

日
ま
で
に
居
住
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
場
合
等
に
つ
い
て
も
、
一
定

の
要
件
を
満
た
す
と
き
は
、
期
限
内
に
居

住
の
用
に
供
し
た
も
の
と
扱
う
、
適
用
要

件
の
弾
力
化
措
置
が
特
例
法
等
で
設
け
ら

れ
た（
特
例
法
６
、
地
法
附
則
61
）。
本
制

度
の
適
用
を
受
け
る
た
め
に
は
、
入
居
が

遅
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類（
入
居
時
期

に
関
す
る
申
告
書
兼
証
明
書
）を
確
定
申

告
書
に
添
付
す
る
必
要
が
あ
る（
図
表
25
）。

⑶　
給
付
金
の
非
課
税
等

特
別
定
額
給
付
金
お
よ
び
子
育
て
世
帯

臨
時
特
別
給
付
金
に
つ
い
て
は
所
得
税
、

住
民
税
が
非
課
税
と
さ
れ
、
当
該
給
付
金

受
給
の
権
利
に
つ
い
て
は
国
税
の
滞
納
処

分
に
よ
る
差
押
え
が
で
き
な
い
こ
と
と
さ

れ
た（
特
例
法
４
）。

（図表25）　住宅ローン控除の特例

住宅ローン減税制度 住宅の新築取得等で特例取得に該当す
る住宅ローン控除（13年）

中古住宅（特例増改築等を行う既存住宅、要耐震
改修住宅）の取得に係る住宅ローン控除

新型コロナの影響に
よる入居等の遅延

特例取得をした家屋を2020年12月31日
までにその者の居住の用に供することが
できなかった場合

中古住宅（特例増改築等を行う既存住宅、要耐震
改修住宅）の取得の日から６カ月以内に居住の用
に供することができなかった場合

住宅ローン控除の適
用要件

・新型コロナの影響によって取得した住
宅への入居が遅延。

・取得等の契約が一定期間までに行われ
ている（新築の場合は2020年９月末、
建売住宅・中古住宅の取得、増改築等
の場合は2020年11月末まで）。

・取得した住宅を2021年１月１日から12
月31日までの間にその者の居住の用に
供している。

・取得後に増改築等を行った中古住宅への入居
が、新型コロナの影響によって遅延。

・増改築等の契約が、中古住宅取得の日から５カ
月以内または特例法施行日（2020年４月30日）
から２月以内までに行われている。

・増改築等を行った中古住宅を2021年12月31日
まで（増改築等の日から６カ月以内）にその者の
居住の用に供している。
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第２特集

荒井　優美子（あらい・ゆみこ）
PwC税理士法人
タックス・ディレクター
税理士・公認会計士
1996年中央クーパース・アンド・ライブ
ランド国際税務事務所（現在のPwC税理
士法人）へ入所、組織再編等の分野でコ
ンサルティングに従事。
主な著書に『企業組織再編税制のすべ
て』、『事業再編税務ハンドブック』、『資本
取引税務ハンドブック』（いずれも共著、
中央経済社）などがある。

な
い
こ
と
と
す
る
特
例
を
設
け
て
い
る

（
特
例
令
７
）。

２
０
２
０
年
６
月
期（
２
０
１
９
年
７

月
１
日
か
ら
２
０
２
０
年
６
月
30
日
の

課
税
期
間
）が
免
税
事
業
者
に
該
当
し
、

事
業
収
入
が
著
し
く
減
少
し
た
場
合
に
、

２
０
２
０
年
８
月
末
ま
で
に
申
請（
課

（図表26）　 課税事業者選択届出書等の提出に係る特例

制度の概要 新型コロナの影響で事業収入が著しく減少した事業者の課税事業者選択届出
書・課税事業者選択不適用届出書の提出期限の特例を整備

対象となる事業者
2020年２月１日から2021年１月31日までの期間（特例法施行後に申告期限が到
来する課税期間に限る）のうち、一定期間（１カ月以上の任意の期間）の事業収
入が著しく減少（前年同期比おおむね50％以下）した事業者

税制措置

2020年２月１日以後、2021年１月31日までの期間内の日を含む課税期間以後
の課税期間について
・課税期間の開始後の申請により承認を受けた場合は、課税事業者選択、また

は課税事業者選択不適用の届出を課税期間開始前に提出したものとみなす
・課税選択等を行った場合の、２年間の継続適用を不要とし、翌課税期間に適

用を取り止めることを認める

申請手続等 課税期間の申告期限までに申請書（注）を提出し、税務署長の個別の承認を得るこ
とが前提

（注）　https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/shohi/0020004-129/pdf/sinsei_1.pdf　
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/shohi/0020004-129/pdf/sinsei_2.pdf

消
費
税
関
連
の
措
置

新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
２
０
２
０
年
２

月
１
日
以
後
の
事
業
収
入
が
著
し
く
減
少

し
た
事
業
者
に
お
い
て
、
当
該
減
少
の

あ
っ
た
課
税
期
間
以
後
の
課
税
期
間
に
つ

い
て
、
事
業
者
免
税
点
制
度
を
適
用
す
る

こ
と
ま
た
は
不
適
用
と
す
る
こ
と
が
必
要

と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
申
請
書
の
提

出
に
よ
り
税
務
署
長
の
承
認
を
受
け
た
と

き
は
、
課
税
事
業
者
選
択
届
出
書
等
を
本

来
の
期
限
ま
で
に
提
出
し
た
も
の
と
み
な

す
等
の
特
例
措
置
が
設
け
ら
れ
た（
特
例

法
10
）。

現
行
制
度
で
は
、
消
費
税
の
課
税
選
択

等
に
つ
い
て
は
、
課
税
期
間
の
開
始
前
に

届
出
が
必
要
と
さ
れ
て
お
り
、
２
年
間
の

継
続
適
用
と
な
る
。

特
例
法
で
は
、
２
０
２
０
年
２
月
１
日

か
ら
２
０
２
１
年
１
月
31
日
ま
で
の
期
間

（
特
例
法
施
行
後
に
申
告
期
限
が
到
来
す

る
課
税
期
間
に
限
る
）の
う
ち
、
一
定
期

間（
１
カ
月
以
上
の
任
意
の
期
間
）の
事
業

収
入
が
著
し
く
減
少（
前
年
同
期
比
お
お

む
ね
50
％
以
下
）し
た
事
業
者
に
つ
い
て
、

課
税
期
間
開
始
後
の
申
請
に
よ
り
課
税
事

業
者
選
択
、
ま
た
は
課
税
事
業
者
選
択
の

取
り
や
め
を
認
め
る
こ
と
と
し
、
当
該
選

択
等
に
係
る
２
年
間
の
継
続
適
用
を
課
さ

税
事
業
者
選
択
）を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

２
０
２
０
年
６
月
期
の
確
定
申
告
に
お
い

て
、
消
費
税
の
還
付（
仮
払
消
費
税
額
が

仮
受
消
費
税
額
を
超
え
る
額
）を
受
け
る

こ
と
が
可
能
に
な
る（
図
表
26
）。

そ
の
他
の
間
接
税
関
連
の

措
置新

型
コ
ロ
ナ
に
よ
り
そ
の
経
営
に
影
響

を
受
け
た
事
業
者
に
対
し
て
、
公
的
貸
付

機
関
等
⑼
や
民
間
金
融
機
関
等
⑽
が
行
う

特
別
貸
付
け
に
係
る
契
約
書
で
、
特
定
日

（
２
０
２
１
年
１
月
31
日
）ま
で
に
作
成
さ

れ
た
も
の
に
つ
い
て
、
印
紙
税
が
非
課
税

と
さ
れ
る（
特
例
法
11
）。
な
お
、
特
例
法

施
行
日（
２
０
２
０
年
４
月
30
日
）前
に
作

成
さ
れ
、
す
で
に
印
紙
税
が
納
付
さ
れ
て

い
る
場
合
は
還
付
が
行
わ
れ
る（
特
例
法

附
則
６
）。

２
０
１
９
年
10
月
１
日
か
ら
２
０
２
０

年
９
月
30
日
ま
で
の
間
に
取
得
し
た
自
家

用
乗
用
車（
新
車
・
中
古
車
）に
つ
い
て
は
、

自
動
車
税
・
軽
自
動
車
税
環
境
性
能
割
の

税
率
を
１
％
分
軽
減
さ
れ
て
い
る
が
、
特

例
法
等
に
よ
り
適
用
期
限
を
６
カ
月
延
長

し
、
２
０
２
１
年
３
月
31
日
ま
で
に
取
得

し
た
も
の
も
対
象
と
す
る（
地
法
附
則
12

の
2
の
10
、
12
の
2
の
12
、
29
の
8
の

2
、
29
の
18
）。

耐
震
改
修
し
た
住
宅
に
係
る
不
動
産
取

得
税
の
特
例
措
置
に
よ
り
、
耐
震
基
準
不

適
合
既
存
住
宅
に
つ
い
て
、
そ
の
取
得
の

日
か
ら
６
カ
月
以
内
に
耐
震
改
修
を
行

い
、
耐
震
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
に
つ
き

証
明
を
受
け
、
か
つ
、
入
居
し
た
場
合
に
、

不
動
産
取
得
税
が
減
額
さ
れ
る
措
置
が
設

け
ら
れ
て
い
る
。
特
例
法
等
に
よ
り
、
対

象
住
宅
を
そ
の
取
得
の
日
か
ら
６
カ
月
以

内
に
居
住
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
場
合
も
、
要
耐
震
改
修
住
宅
の
取
得
に

係
る
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
特
例
措
置
の
適
用

要
件
と
同
様
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
、

不
動
産
取
得
税
の
特
例
措
置
の
対
象
と
さ

れ
る（
地
法
附
則
60
）。

⑼　

地
方
公
共
団
体
、
㈱
日
本
政
策
金
融
公
庫
、
沖
縄
振
興

開
発
金
融
公
庫
な
ど

⑽　

銀
行
、信
用
金
庫
、信
用
協
同
組
合
な
ど


